
岩沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

第１条 岩沼市国民健康保険税条例（昭和３０年条例第２１号）の一部を次のように改正

する。 

第２３条に次の１項を加える。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８９第４項に規定

する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合における当該納税

義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額

及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を減額して得た額とする。 

⑴ 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者に

つき第３条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者

の出産の予定日（地方税法施行規則第２４条の３０の５に定める場合には、出産の

日。以下同じ。）の属する月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の

場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」と

いう。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑵ 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被

保険者につき第５条の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金

額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

⑶ 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該

出産被保険者につき第６条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当

該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑷ 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割

額 当該出産被保険者につき第７条の２の規定により算定した被保険者均等割額

（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額 

⑸ 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保
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険者につき第８条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被

保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑹ 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該

出産被保険者につき第９条の２の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割

額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額 

第２４条の２の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者に係る届出） 

第２４条の３ 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、

次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。） 

⑵ 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

⑶ 出産の予定日 

⑷ 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

⑸ その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければな

らない。 

⑴ 出産の予定日を明らかにすることができる書類 

⑵ 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類 

⑶ 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係

る子との身分関係を明らかにすることができる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行うことが

できる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる

事項及び第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができ

る場合は、第１項の規定による届出を省略させることができる。 

第２条 岩沼市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 



第３条第１項中「１００分の６．３１」を「１００分の７．０３」に改める。 

第５条中「２万５，１００円」を「２万７，０００円」に改める。 

第５条の２第１号中「１万７，６００円」を「１万８，０００円」に改め、同条第２

号中「８，８００円」を「９，０００円」に改め、同条第３号中「１万３，２００円」

を「１万３，５００円」に改める。 

第６条中「１００分の２．４４」を「１００分の２．８１」に改める。 

第７条の２中「９，７００円」を「１万５００円」に改める。 

第７条の３第１号中「６，８００円」を「６，９００円」に改め、同条第２号中

「３，４００円」を「３，４５０円」に改め、同条第３号中「５，１００円」を

「５，１７５円」に改める。 

第８条中「１００分の１．９４」を「１００分の２．４４」に改める。 

第９条の２中「９，９００円」を「１万９００円」に改める。 

第９条の３中「５，０００円」を「５，５００円」に改める。 

第２３条第１項第１号ア中「１万７，５７０円」を「１万８，９００円」に改め、同

号イ中「１万２，３２０円」を「１万２，６００円」に、「６，１６０円」を「６，３００

円」に、「９，２４０円」を「９，４５０円」に改め、同号ウ中「６，７９０円」を

「７，３５０円」に改め、同号エ中「４，７６０円」を「４，８３０円」に、「２，３８０

円」を「２，４１５円」に、「３，５７０円」を「３，６２３円」に改め、同号オ中

「６，９３０円」を「７，６３０円」に改め、同号カ中「３，５００円」を「３，８５０

円」に改め、同項第２号ア中「１万２，５５０円」を「１万３，５００円」に改め、同

号イ中「８，８００円」を「９，０００円」に、「４，４００円」を「４，５００円」

に、「６，６００円」を「６，７５０円」に改め、同号ウ中「４，８５０円」を

「５，２５０円」に改め、同号エ中「３，４００円」を「３，４５０円」に、「１，７００

円」を「１，７２５円」に、「２，５５０円」を「２，５８８円」に改め、同号オ中

「４，９５０円」を「５，４５０円」に改め、同号カ中「２，５００円」を「２，７５０

円」に改め、同項第３号ア中「５，０２０円」を「５，４００円」に改め、同号イ中

「３，５２０円」を「３，６００円」に、「１，７６０円」を「１，８００円」に、

「２，６４０円」を「２，７００円」に改め、同号ウ中「１，９４０円」を「２，１００

円」に改め、同号エ中「１，３６０円」を「１，３８０円」に、「６８０円」を「６９０

円」に、「１，０２０円」を「１，０３５円」に改め、同号オ中「１，９８０円」を



「２，１８０円」に改め、同号カ中「１，０００円」を「１，１００円」に改め、同条

第２項第１号ア中「３，７６５円」を「４，０５０円」に改め、同号イ中「６，２７５

円」を「６，７５０円」に改め、同号ウ中「１万４０円」を「１万８００円」に改め、

同号エ中「１万２，５５０円」を「１万３，５００円」に改め、同項第２号ア中

「１，４５５円」を「１，５７５円」に改め、同号イ中「２，４２５円」を「２，６２５

円」に改め、同号ウ中「３，８８０円」を「４，２００円」に改め、同号エ中「４，８５０

円」を「５，２５０円」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び附則第４項の規定は、令和

６年４月１日から適用する。 

２ 第１条の規定による改正後の岩沼市国民健康保険税条例の規定は、令和６年１月１日

から適用する。 

（適用区分） 

３ 第１条の規定による改正後の岩沼市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度分の国

民健康保険税のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和５年度分の国民健康保険税のうち令和５年１２月

以前の期間に係るもの及び令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例による。 

４ 第２条の規定による改正後の岩沼市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 

 


